
登米市長　殿

年 月 日

【受取口座記入欄】

1 0 0

【代理申請を行う場合】

　　　　　　電話　      　（　   　）

上記の者を代理人と認め、

申請（請求）

定額給付金の 受給 を委任します。
申請（請求）及び受給

　登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１

 ・      ・

32,000円

1
1普通

2当座

☑ 指定の金融機関口座へ振込（世帯主以外の方が代理受領される場合は、【代理申請を行う場合】の欄も記入してください。）

本
人
確
認
方
法

□ 住民基本台帳カード

□ 運転免許証 □ その他（　　　　　　　）

□ 健康保険証 　※確認項目に☑してください

□ 外国人登録証

○○○

※

　　                               　　　　　㊞

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

代
理
人

氏　　　　　名

分類

2

14

本・支店
本・支所
出張所

○○

口 座 番 号
（ 右 詰 め で お 書 き く だ さ い 。 ）

7

金　　　　融　　　　機　　　　関　　　　名
（　ゆ　う　ち　ょ　銀　行　を　除　く　）

口座名義（フリガナ）

○　定額給付金の受取方法（給付は口座振込となっておりますので、口座番号など必要事項を記入してください。）

5

6

※定額給付金を希
望されない方は、
「辞退」とご記入く
ださい

　ト　　　メ　　　　　　タ　ロ　ウ　

登　米　　太　郎

口座名義（フリガナ）番号（右詰めでお書きください。）

6543

世帯主氏名

　 　であることから、当該口座情報を確認することについて承諾します。　（通帳の写しの添付は不要になります。）

-

3 昭和46年 3月 3日　登米　一郎

4

5.農協
6.漁協
7.信漁連

支店名

支店コード

辞　退

下記の事項に同意の上、定額給付金を申請します。

③市が、下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振込が完了しなかったとき、又は、

辞退申出欄※氏　　　　　名

②公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

　現金給付での交付決定後、本人の都合により受領しなかったとき、かつ、申請期限までに、市が申請・受給者
　(代理人を含みます。）に連絡・確認できない場合には、当該申請が取下げられたものとみなします。

○　給付対象者（給付対象者の中で辞退する方がいる場合は、当該給付額と合計額を申請印で修正願います。）

給付額続柄

12,000円子

生年月日

昭和20年10月10日妻

住　　　　　　　　　　　　　　　　所

2

昭和18年 6月 1日　登米　太郎

　登米　花子

20,000円
12,000円

世帯主1

登米市定額給付金交付申請書（請求書兼実績報告書）

①定額給付金の受給等に関して、受領資格の有無等について、公簿等で確認することに同意します。

○　世帯主（申請・受給者）

（フリガナ）

氏　　　　　名
　　　　ト　　　　　メ　　　　　タ　　ロ　　ウ

　　　登　　米　　太　　郎　　　　　㊞

平成 ２１ ３

住所生　年　月　日
（フリガナ）

1.明治
2.大正
3.昭和
4.平成

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

□ 口座を有していないため、現金による交付（お住まいの各総合支所市民福祉課で受領）

記号（左詰めでお書きください。）

（6桁目がある場合は※欄にご記入くだ

さい）

ゆ　 う　 ち　 ょ　 銀　 行　（　 郵　 便　 局　 ）
（ 通 常 貯 蓄 貯 金 へ の 振 込 は で き ま せ ん ）

13

9

12

7

10

8

口
座
確
認

□

　　本人及び口座確認者署名

㊞

1 0

□ 上記の受取口座が、登米市水道事業所の料金引落し口座として現に使用している口座であって、申請・受給者又はその代理人の名義

ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳の見開
き左上またはキャッシュカードに記載された記
号・番号をお書きください。

㊞

《 申請書の記載のしかた 》

44,000円

３０

電話　０２２０　（　２２　）　２１１１

11

市区町村受付印

0000000001

登
米

登
米

登
米

①①申請時の日付をご記入ください。

④

②平成２１年２月１日現在の世帯主の氏名、
住所等をご記入ください。
なお、申請時点で当該世帯主が亡くなられて
いる場合は、新たな世帯主をご記入くださ
い。

③

③

③

③世帯に定額給付金の給付を希望されない
給付対象者がいらっしゃる場合は、辞退申出
欄に「辞退」と記入し、合計額を朱書きで訂
正し、当該給付額と合計額を申請印で訂正
願います。
なお、合計額が訂正されていない場合でも、
辞退申出欄に「辞退」と記入された場合に
は、その給付対象者分を除いたものが給付
金額となりますのでご注意ください。

④定額給付金の受取方法は口座振込となってお
りますので、こちらにチェック☑してください。

⑤

⑤

⑤金融機関は、どちらか一方を選んで
ご記入ください。

⑦

⑦定額給付金の受取口座が、登米市水道事業
所の料金の引落し口座であって、申請・受給者
又はその代理人の名義である場合は、こちらに
もチェック☑してください。
なお、この場合は通帳等の写しは不要です。

⑥

⑥振込口座をゆうちょ銀行とされる場合
は、従来郵便局で使用してきた、「記号
（５けた）、番号（８けた以内）」を記入して
ください。
（本年１月５日からゆうちょ銀行が送金
に使用している「支店番号（３けた）、口
座番号（７けた）」を記入されないよう、ご
注意ください。）

⑧口座を有していない方は、こちらにチェック
☑してください。 ⑧

こちらは、記入しないでください。

②

⑨申請・請求・受給を世帯主の方以外の、世
帯構成員等の方がされる場合は、代理人の欄
は代理人の方が、世帯主の欄は世帯主の方
が、それぞれ自筆でご記入、押印してくださ
い。

⑩代理申請を行う場合は、委任する内容を
選び　　　で囲んでください。

⑨

⑩


